
概     況 
  
 
 

１ 受給者の状況 

 

 受給者数の総計は９２７万８千人であり、昨年度に比して１万４千人の減少となって

いる。 

 これを受給者の区分別にみると、児童手当については、被用者が１８２万２千人（９

千人減）、非被用者が６０万６千人（１千人減）、公務員が２２万３千人（２千人増）であ

り、合計は、２６５万１千人（９千人減）となっており、特例給付については、被用者が７

万９千人、公務員が１万７千人（２千人減）であり、合計は、９万６千人（１千人減）とな

っている。小学校修了前特例給付については、被用者が４３３万５千人（７千人減）、

非被用者が１６３万８千人（８千人増）、公務員が５５万７千人（５千人減）であり、合計

は、６５３万人（４千人減）となっている。【表１】 

  
 

２ 支給対象児童数の状況 

  

支給対象となる児童数は合計で１，２７８万６千人であり、昨年度に比して１１万８千

人の減少となっている。 

これを受給者の区分別にみると、児童手当については、被用者が１９８万７千人（３

万５千人減）、非被用者が６６万６千人（１万６千人減）、公務員が２５万１千人であり、

合計は、２９０万３千人（５万１千人減）となっており、特例給付については、被用者が

８万５千人（１千人減）、公務員が１万９千人（２千人減）であり、合計は、１０万３千人

（３千人減）となっている。小学校修了前特例給付については、被用者が６４８万２千

人（４万２千人減）、非被用者が２４２万３千人（１万人減）、公務員が８７万５千人（１万

３千人減）であり、合計は、９７８万人（６万５千人減）となっている。【表２】 
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３ 新規認定の状況 

 

新たに受給者となった者の数は、合計で２０２万４千人となっている。 

これを受給者の区分別にみると、児童手当については、被用者が６１万６千人、非

被用者が２４万５千人、公務員が７万３千人であり、合計は、９３万４千人となっており、

特例給付については、被用者が６万５千人、公務員が１万人であり、合計は、７万５千

人となっている。小学校修了前特例給付については、被用者が６４万５千人、非被用

者が２６万９千人、公務員が１０万２千人であり、合計は、１０１万６千人となっている。

【表３】 

 

４ 受給資格の消滅状況 

 

 受給資格が消滅した者の数は、合計で２０３万８千人（児童手当９４万２千人、特例

給付７万６千人、小学校修了前特例給付１０２万人）となっている。 

その主な理由は、３歳に達した（１２歳の年度末が終了した）ことによる消滅１１４万７

千人（児童手当６６万２千人、特例給付２万７千人、小学校修了前特例給付４５万９千

人）、受給者の他市町村への転出（公務員は、認定権者の異動）による消滅３４万３

千人（児童手当１５万９千人、特例給付７千人、小学校修了前特例給付１７万７千人）、

所得要件に該当しなくなったことによる消滅３１万２千人（児童手当４万人、特例給付

３万８千人、小学校修了前特例給付２３万５千人）となっている。【表３、表４】 

 

５ 支給額の状況 

 

 支給額については、総額で９，９５６億円であり、昨年度に比して２４億円減となっ

ている。 

 これを受給者の区分別にみると、児童手当については、被用者が２，４０４億円 

（８億円増）、非被用者が８０６億円（２億円減）、公務員が２８５億円（２億円増）であ

り、合計は、３，４９５億円（８億円増）となっており、特例給付については、被用者が１

０１億円（３億円増）、公務員が２２億円（４億円減）であり、合計は、１２３億円（１億円

減）となっている。小学校修了前特例給付については、被用者が４，１５３億円（１４億

円減）、非被用者が１，５９４億円（１８億円減）、公務員が５９１億円であり、合計は、６，

３３８億円（３１億円減）となっている。【表５】 

 

※ 計数はすべて端数を四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。  
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（単位：人）

区　　　　　　分 平成 ２０ 年 度 平成 ２１ 年 度

　被　　　用　　　者 6,251,933 6,236,298 △ 15,635

　　　児　童　手　当 1,831,444 1,822,103 △ 9,341

　　　特　例　給　付 78,915 79,218 303
　　　　小学校修了前

　　　　特例給付

　非　 被　 用　 者 2,237,728 2,244,065 6,337

　　　児　童　手　当 607,105 605,794 △ 1,311
　　　　小学校修了前

　　　　特例給付

　公　　　務　　　員 801,425 797,140 △ 4,285

　　　児　童　手　当 221,114 223,166 2,052

　　　特　例　給　付 18,291 16,737 △ 1,554
　　　　小学校修了前

　　　　特例給付

合　　　　　　　計 9,291,086 9,277,503 △ 13,583

　　　児　童　手　当 2,659,663 2,651,063 △ 8,600

　　　特　例　給　付 97,206 95,955 △ 1,251
　　　　小学校修了前

　　　　特例給付

（注）受給者数は、各年度２月末現在の数である
6,534,217 6,530,485 △ 3,732

1,630,623 1,638,271 7,648

562,020 557,237 △ 4,783

　表 １　　受給者の状況
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4,341,574 4,334,977 △ 6,597
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（単位：人）

区　　　　分 平成 ２０ 年 度 平成 ２１ 年 度

　被　　　用　　　者 8,632,061 8,553,863 △ 78,198
　　　児　童　手　当 2,021,941 1,986,746 △ 35,195

　　　　第　１　子 994,028 977,894 △ 16,134
　　　　第　２　子 762,478 740,945 △ 21,533
　　　　第３子以降 265,435 267,907 2,472

　　　特　例　給　付 85,732 84,675 △ 1,057
　　　　第　１　子 42,233 42,033 △ 200
　　　　第　２　子 33,543 32,760 △ 783
　　　　第３子以降 9,956 9,882 △ 74

　小学校修了前特例給付 6,524,388 6,482,442 △ 41,946
　　　　第　１　子 3,389,984 3,372,094 △ 17,890
　　　　第　２　子 2,432,666 2,418,076 △ 14,590
　　　　第３子以降 701,738 692,272 △ 9,466

　非　 被　 用　 者 3,114,430 3,088,563 △ 25,867
　　　児　童　手　当 681,420 665,810 △ 15,610

　　　　第　１　子 325,961 320,660 △ 5,301
　　　　第　２　子 231,662 223,187 △ 8,475
　　　　第３子以降 123,797 121,963 △ 1,834

　小学校修了前特例給付 2,433,010 2,422,753 △ 10,257
　　　　第　１　子 1,229,453 1,227,291 △ 2,162
　　　　第　２　子 856,144 851,092 △ 5,052
　　　　第３子以降 347,413 344,370 △ 3,043

　公　　　務　　　員 1,158,355 1,144,021 △ 14,334
　　　児　童　手　当 250,650 250,799 149

　　　　第　１　子 123,586 123,070 △ 516
　　　　第　２　子 91,229 90,959 △ 270
　　　　第３子以降 35,835 36,770 935

　　　特　例　給　付 20,454 18,700 △ 1,754
　　　　第　１　子 10,268 9,333 △ 935
　　　　第　２　子 7,510 6,815 △ 695
　　　　第３子以降 2,676 2,552 △ 124

　小学校修了前特例給付 887,251 874,522 △ 12,729
　　　　第　１　子 418,329 417,017 △ 1,312
　　　　第　２　子 346,145 338,714 △ 7,431
　　　　第３子以降 122,777 118,791 △ 3,986

合　　　　　　　計 12,904,846 12,786,447 △ 118,399
　　　児　童　手　当 2,954,011 2,903,355 △ 50,656

　　　　第　１　子 1,443,575 1,421,624 △ 21,951
　　　　第　２　子 1,085,369 1,055,091 △ 30,278
　　　　第３子以降 425,067 426,640 1,573

　　　特　例　給　付 106,186 103,375 △ 2,811
　　　　第　１　子 52,501 51,366 △ 1,135
　　　　第　２　子 41,053 39,575 △ 1,478
　　　　第３子以降 12,632 12,434 △ 198

　小学校修了前特例給付 9,844,649 9,779,717 △ 64,932
　　　　第　１　子 5,037,766 5,016,402 △ 21,364
　　　　第　２　子 3,634,955 3,607,882 △ 27,073
　　　　第３子以降 1,171,928 1,155,433 △ 16,495

（注）支給対象児童数は、各年度２月末現在の数である。

　表 ２　　支給対象児童数の状況
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